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平成３０年第１回農業委員会総会議事録 
 

平成３０年１月２２日第１回増毛町農業委員会を増毛町役場３階委員会議室に召集した 

 開会  午後１７時１５分 
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局長 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

付議事項 

 

開会及び会議宣言 

日程１、議事録署名委員の指名について 

日程２、会議書記の指名について 

日程３、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書の 

受理について 

日程４、議案第１号 農地の賃借料情報の提供について 

日程５、議案第２号 増毛町農用地利用集積計画に対する意見について 

日程６、議案第３号 国有地の現況確認について 

日程７、その他 

 

委員定数１１名 

 

出席委員１１名 

１、木谷辰彦   ７、前野憲和 

２、森木信廣   ８、大嶋紀之 

３、仙北 要   ９、佐藤健一 

４、前田裕蔵  １０、松倉利幸 

５、大沼清人  １１、仙北清孝 

６、大嶋利幸 

 

議事録署名委員 

      ６番 大嶋利幸 委員 

      ７番 前野憲和 委員 

 

説明のために会議に出席したるもの 

      局長 宮崎 勉、次長 菅原京富美、係 田中一志 

 

本会の書記次のとおり 

      局長 宮崎 勉、次長 菅原京富美、係 田中一志 

 

 

それでは、ただいまから平成３０年第１回増毛町農業委員会総会を開催しま

す。開催にあたり会長より挨拶をいただきます。 

 

１月２２日になりまして、もう年が明けて２２日が経つのですが、新年初め

ての総会ということで改めてご挨拶申し上げます。新年明けましておめでとう

ございます。昨年は、農業委員会が新体制ということで農業委員会の機構その

ものといいますか、農業委員選任そのものが変わりました。それから６ヵ月く

らいが経ちました。今までは、選挙で決まっていましたが、今回から町長が選

任するということで一番ふさわしい人を選任できるようになりました。ここに



 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

各委員 

 

議長 

 

 

田中 

 

いらっしゃる皆さんは農業委員として適正な人であると町長から認められた

ということなので、私を含めて自覚を高めていきましょう。本日は、１７時１

５分からと、私の農業委員年数の中で外が暗い中、総会を行うのは初めてでご

ざいます。委員さんが全員集まれるように変則的な時間設定になるかもしれま

せんが今年１年間よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。本日の出席委員は１１名中１１名であります。農

業委員会会議運営規則第６条の規定による定足数に達しております。 

 

それでは、増毛町農業委員会会議運営規則第４条第１項の規程により、以降

の議事進行は会長にお願いいたします 

 

日程１、農業委員会会議運営規則第１３条第２項の規定により議事録署名委

員の指名を行います。 

本日の議事録署名委員は６番：大嶋利幸委員、７番：前野委員にお願いいた

します。 

 

日程２、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、宮崎 勉君、菅

原京富美君、田中一志君を指名いたします。 

なお、本定例総会の事務従事者として、事務局長以下の関係職員を任命いた

します 

 

日程３、報告第１号、「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書

の受理について」事務局に説明を求めます。 

 

報告第１号、「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書の受理に

ついて」 

このことについて、別紙通知書のとおり合意解約の通知があったので受理し

たことを報告する。平成３０年１月２２日 増毛町農業委員会 会長。 

今回は、１件の合意解約の届出がありました。次のページに通知書がありま

すのでご覧ください。 

「農地法第１８条第６項の規定による通知書」増毛町農業委員会会長様。下

記土地について賃貸借の解約をしたので、農地法第１８条第６項の規定により

通知します。平成３０年１月１５日。 

 

 （報告説明） 

 

報告第１号の説明が終わりました。ご質問などございませんか？ 

 

無しの声 

 

よろしければ次に進みます。日程４、議案第１号「農地の賃借料情報の提供

について」事務局に説明を求めます。 

 

 議案第１号「農地の賃借料情報の提供について」 
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 このことについて、農地法第５２条の規定により別紙のとおり農地の賃借料

情報を公表する。平成３０年１月２２日提出 増毛町農業委員会 会長。 

 次のページをご覧ください。増毛町における農地の賃貸借料情報 

 町内全地区 

 田   最高額 １１，５００円 最低額  ３，０００円 

 平均額  ７，７００円 データ数    ５２件 

 

 転作田 最高額  ４，０００円 最低額  ３，２００円 

 平均額  ３，５００円 データ数     ４件 

 

 畑   最高額  ５，０００円 最低額  ４，０００円 

 平均額  ４，９００円 データ数    １９件 

 

 果樹畑 最高額  ５，０００円 最低額  ３，０００円 

 平均額  ３，５００円 データ数     ０件 

 

 この数値は、平成２９年１月１日か１２月３１日までに締結（公告）された

農業経営基盤強化促進法及び農地法による利用権設定の数値を基に算出して

います。 

 但し、果樹畑については、利用権の設定の実績がありませんでしたので平成

２８年の数値となっております。以上です。 

 

 議案第１号の説明が終わりましたのが、質疑ございませんか？ 

 

 無しの声 

 

 それでは、議案第１号に賛成の方は挙手願います。 

 

 挙手 

 

 挙手多数、よって議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 次に、日程５、議案第２号「増毛町農用地利用集積計画に対する意見につい

て」事務局に説明を求めます。 

 

 議案第２号「増毛町農用地利用集積計画に対する意見について」 

 平成３０年１月１５日町長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第２項の

規定による別紙農用地利用集積計画について、同法１８条第１項の規定により

意見を求められたので審議回答するものとする。平成３０年１月２２日提出 

増毛町農業委員会 会長。 

 このたびの計画は、所有権の移転が１件 １筆 ７，７６１㎡、利用権の設

定が４件 ９筆 ８５，７７５㎡となっております。この件については、増毛

町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想における要件に合致するもの

です。 
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 （議案説明） 

 

 「意見書」平成３０年１月１５日増農農号をもって意見を求められていた増

毛町農用地利用集積計画は、平成３０年第１回増毛町農業委員会総会において

原案どおり異議なく承認されたので答申します。増毛町農町委員会。増毛町長 

堀 雅志様。以上です。 

 

議案第２号の説明が終わりましたのが、質疑ございませんか？ 

 

 無しの声 

 

 それでは、議案第２号に賛成の方は挙手願います。 

 

 挙手 

 

 挙手多数、よって議案第４号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 一旦、休憩します。 

 

 総会を再開します。 

 

 日程６、議案第３号の審議に入る前に、本議案は○○委員が事業経営の参画

者となっておりますので、農業委員会に関する法律第２４条の規定に基づき議

事参与の制限により当該事案の審議開始から終了までの間、退席願います。ざ

んじ休憩します。 

 

 それでは、再開します。議案第３号について事務局に説明を求めます。 

 

 議案第３号「国有地に係る現況確認等について」 

 このことについて、国有地の現況等について旭川財務事務所から意見を求め

られたので、現況地目を決定するとともに別紙のとおり回答する。平成３０年

１月２２日提出 増毛町農業委員会 会長。 

  

 （議案説明） 

 

 議案第３号の説明が終わりましたが、質疑ございませんか？ 

 

 無しの声 

 

 それでは、議案第３号に賛成の方は挙手願います。 

 

 挙手 

 

 挙手多数、よって議案第３号は原案とおり決定いたしました。 



 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 ざんじ休憩します。○○委員は席に戻ってください。 

 

 再開します。日程６、その他 事務局から何かありますか？ 

 

 平成３１年度農業政策と予算に関する要望の取りまとめについてというこ

とで来ております。報告期限が、２月２８日（水）までになっておりますので、

２月総会で要望を決定したいと思いますので、何か要望事項等がありましたら

２月１５日（木）までに事務局まで連絡をお願いいたします。昨年の要望書を

付けておりますので参考にしてください。以上です。 

 

 そのほかに、みなさんからなにかありますか？ 

 

本日の案件はすべて終了しました。これで第１回農業委員会総会を終了しま

す。  

 
 

 

閉会時刻 午後１７時４５分 

 

以上会議の顛末を記録し、相違ないことを証明するため、ここに署名する。 

 

平成３０年 １月２２日 

 

農業委員会会長  仙 北 清 孝 

 

議事録署名委員  大 嶋 利 幸 

 

議事録署名委員  前 野 憲 和 

 

 

 


